
規

則 

埼
玉
県
財
務
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

令
和
五
年
三
月
二
十
四
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

埼
玉
県
規
則
第
十
四
号 

 
 

 

埼
玉
県
財
務
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

埼
玉
県
財
務
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
埼
玉
県
規
則
第
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。 

 

第
二
条
第
二
号
中
「
食
品
衛
生
安
全
局
長
」
の
下
に
「
、
産
業
政
策
局
長
、
地
域
経
済
・
観
光

局
長
」
を
加
え
る
。 

 

第
百
三
条
第
四
項
第
三
号
中
「
五
十
万
円
」
を
「
百
万
円
」
に
改
め
る
。 

 

第
百
四
十
条
第
二
号
中
「
及
び
第
五
号
」
を
「
か
ら
第
八
号
ま
で
」
に
改
め
る
。 

 

第
二
百
九
条
第
二
項
の
表
所
轄
所
（
防
災
航
空
セ
ン
タ
ー
、
東
部
環
境
管
理
事
務
所
、
環
境
整

備
セ
ン
タ
ー
、
高
等
看
護
学
院
、
花
と
緑
の
振
興
セ
ン
タ
ー
、
八
潮
新
都
市
建
設
事
務
所
、
総
合

教
育
セ
ン
タ
ー
江
南
支
所
、
県
立
嵐
山
史
跡
の
博
物
館
、
県
立
の
学
校
（
川
越
特
別
支
援
学
校
、

春
日
部
特
別
支
援
学
校
、
上
尾
特
別
支
援
学
校
、
大
宮
北
特
別
支
援
学
校
、
越
谷
西
特
別
支
援
学

校
、
騎
西
特
別
支
援
学
校
、
草
加
か
が
や
き
特
別
支
援
学
校
及
び
け
や
き
特
別
支
援
学
校
を
除
く
。
）
、

警
察
署
及
び
警
察
学
校
を
除
く
。
）
の
項
中
「
県
立
の
学
校
（
」
の
下
に
「
飯
能
高
等
学
校
、
」

を
、
「
川
越
特
別
支
援
学
校
」
の
下
に
「
、
川
口
特
別
支
援
学
校
」
を
、
「
上
尾
特
別
支
援
学
校
」

の
下
に
「
、
狭
山
特
別
支
援
学
校
、
久
喜
特
別
支
援
学
校
」
を
加
え
る
。 

 

別
表
第
二
第
八
項
中
「 

 
 

 
 

 

」
の
次
に
「 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

」
を
加
え
、
「 

 
 

 
 

 
 

 

」
を
削
り
、
同
表
第
十
九
項
中
「 

 
 

 
 

」
を

「 
 

 
 

 

」
に
改
め
る
。 

 

様
式
第
二
十
二
号
（
二
）
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 

下
水
道
使
用
料

 
、
刑
事
収
容
施
設
及
び
被
収
容
者
等
の
処

 

遇
に
関
す
る
法
律
第

2
0
1
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
医
師
等
が
診
療
し
た
被
留
置
者
の
医
薬
品
の
購

 

入
費

 
留
置
人
食
糧
費
及
び

 
3
,
0
0
0
万
円

 

5
,
0
0
0
万
円

 



様式第２２号（２）（第３９条関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

様
式
第
百
九
号
（
十
八
）
の
備
考
２
中
「 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

」
を
削
る
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 

附 

則 

１ 

こ
の
規
則
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

２ 

こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
埼
玉
県
財
務
規
則
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
用
紙
は
、
当
分
の
間
、

所
要
の
調
整
を
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

」 

に
改
め
る
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

を 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

様
式
第
百
二
十
一
号
（
九
）
中 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

（
全
日
制
の
課
程
及
び
定
時
制
の
課
程
（
単
位
制
に

 

よ
る
課
程
で
あ
る
も
の
を
除
く
。
）
）
及
び
専
攻
科

 

「 

「 

 

様
式
第
百
二
十
一
号
（
十
）
中 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

「 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

を 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

」 

「 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

に
改
め
る
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

」 

 
月
 

 
 
月
 

 
 
月
 

８
月
期

 
１
１
月
期

 
１
２
月
期

 
 

１
月
期

 
 
 
月

 
 
 
月

 
 

 
月

 
 
 
月

 

 

」 

８
月
 

１
１
月
 

１
２
月
 

 
 

１
月
 

  
 

 
月
 

 


